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午前１０時００分 開会

────────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（前田篤秀君） 本日をもって招集されました令和２年第５回遠軽町議会定例会を

開会します。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

○議長（前田篤秀君） 直ちに、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎諸般報告

○議長（前田篤秀君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。

○議会事務局長（菊地 隆君） 御報告いたします。

ただいまの出席議員は、１６人であります。本日の列席者は、佐々木町長、河原教育

長、村瀬代表監査委員、新国農業委員会会長であります。

次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和２年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。

なお、説明員につきましては、案件により、参事、主幹及び総合支所の課長等が入るこ

ともありますので、御了承願います。

次に、本定例会の日程は、第３１までとなっております。

なお、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡を申し上げておきま

す。

以上で、報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（前田篤秀君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、秋元議員、阿部議員を

指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定について

○議長（前田篤秀君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。

本件について、議会運営委員長の報告を求めます。

阿部議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（阿部君枝君） －登壇－

御報告いたします。

本日をもって招集されました令和２年第５回遠軽町議会定例会の会期につきましては、
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９月２日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から９月１１日までの

５日間と決定いたしました。

なお、９月９日及び１０日は決算審査のため、休会といたします。

また、追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、９月９日午後５時まで

に議長へ提出されるようお願いいたします。

以上、御報告いたします。

○議長（前田篤秀君） お諮りします。

本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から９月１１日までの５日間に

したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から９月１１日までの５日間とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明

○議長（前田篤秀君） 日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） －登壇－

令和２年第５回遠軽町議会定例会の開会にあたり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき、厚くお礼を申し上げます。

初めに、令和２年第４回遠軽町議会臨時会以降における行政について、御報告をいたし

ます。

まず、新型コロナウイルス感染症に関する影響についてでありますが、現在も首都圏を

はじめ再びオホーツク管内においても、新型コロナウイルス感染症に関する患者が確認さ

れており、また、全国的に重症者が増加傾向にあるなど、本町においても予断の許さない

状況が続いております。

感染症蔓延の影響により、毎年開催されております町内各地域のイベントやお祭り、ス

ポーツ合宿などが中止や縮小を余儀なくされており、毎年９月に開催しております太陽の

丘コスモスフェスタにつきましても、規模を縮小しての開催を検討しましたが、やむを得

ず開催を中止することとなりました。

これまで各地域のイベントやお祭りなどを主催していただきました実行委員会の皆様を

はじめ、御支援と御協力をいただいております関係者の方々、イベントを楽しみにされて

いた町民の皆様にとりましては大変残念な状況にありますが、御理解を賜りますようお願

い申し上げます。

町といたしましては、感染症蔓延の影響により地域経済をはじめ、町民の皆様の生活に

も大きな影響を受けておりますことから、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金などを活用しながら、アフターコロナを見据えた地域経済の回復や感染症拡大防
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止事業などに取り組むため、補正予算を提案させていただきました。

町民の皆様におかれましては、感染症蔓延防止のため手洗いの励行や三つの密を避ける

など、道が示している新北海道スタイルの実践や、会食などでは大声を控えるとともに接

触確認アプリを活用するなど、引き続き、御理解と御協力をお願い申し上げます。

次に、要望関係についてでありますが、８月３日及び４日に延期となっておりました遠

軽地区総合開発期成会の札幌要望として、遠軽地区３町の懸案事項について、北海道開発

局及び北海道に要望を行ってまいりました。

また、８月１１日は北見市において、オホーツク圏活性化期成会における管内の懸案事

項について、さらに高規格幹線道路旭川・紋別自動車道早期建設促進期成会、遠軽北見道

路整備促進期成会及び遠軽地区総合開発期成会の各期成会の懸案事項について、地元選出

の武部新衆議院議員に対し、要望を行ってまいりました。今後におきましても、新型コロ

ナウイルス感染症蔓延の影響により、従来の形式での要望活動がしづらく、スケジュール

的にも厳しい状況にありますが、感染状況を見極めながら地域課題解決のため、根気強く

機会を捉えて要望してまいります。

次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。

報告第１号令和元年度遠軽町一般会計継続費については、令和元年度遠軽町一般会計予

算の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規

定により、継続費精算報告書を調製し、議会に報告するものです。

報告第２号令和元年度遠軽町健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項の規定により、令和元年度決算に基づき、監査委員の意見を付

けて、議会に報告するものです。

報告第３号令和元年度遠軽町資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第２２条第１項の規定により、令和元年度決算に基づき、監査委員の意見を付

けて、議会に報告するものです。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、現委員であります矢木修氏が、令和

２年１２月３１日をもって任期満了となりますので、後任の委員の候補者を推薦いたした

く、議会の意見を求めるものです。

同意第１号教育委員会教育長の任命については、現教育長であります河原英男氏が、令

和２年１１月１０日をもって任期満了となりますので、後任の教育長を任命いたしたく、

議会の同意を求めるものです。

同意第２号教育委員会委員の任命については、現委員であります能正直樹氏が、令和２

年１１月８日をもって任期満了となりますので、後任の委員を任命いたしたく、議会の同

意を求めるものです。

同意第３号農業委員会委員の任命については、現委員の１８人が令和２年１０月８日を

もって任期満了となりますので、後任の委員を任命いたしたく、議会の同意を求めるもの

です。
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同意第４号公平委員会委員の選任については、現委員であります和田修氏が、令和２年

１１月８日をもって任期満了となりますので、後任の委員を選任いたしたく、議会の同意

を求めるものです。

同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任については、現委員であります前本雅司

氏、秋田博氏及び橋本健一氏が、令和２年１１月８日をもって満期満了となりますので、

後任の委員を選任いたしたく、議会の同意を求めるものです。

議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、

議会の議決を求めるものです。

議案第２号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、放課後児童支援員の資格要件に中核市の長が実施する放課後児童支援員認定資格研

修を修了した者を追加するため、本条例を定めるものです。

議案第３号工事請負契約の締結については、令和２年度湯の里原野道路矢の根橋外１件

長寿命化工事について、議会の議決を求めるものです。

議案第４号及び議案第５号の工事請負契約の変更契約の締結については、令和元・２年

度（仮称）えんがる町民センター外構等整備工事及び令和２年度豊里地区営農飲雑用水整

備工事（その２）について、議会の議決を求めるものです。

議案第６号及び議案第７号の財産の取得については、小学校児童用パソコン及び中学校

生徒用パソコンの購入について、議会の議決を求めるものです。

議案第８号令和元年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、地方

公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。

次に、議案第９号令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）の主なものについて御

説明いたします。

歳入については、分担金及び負担金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金等の国庫支出金、道支出金、寄附金、繰入金、諸収入及び町債を補正するものです。

歳出については、会計年度任用職員の任用に係る経費、総務省への自治実務研修生派遣

に係る研修旅費、社名淵地区テレビ視聴環境整備業務委託料、高度無線環境整備推進事業

負担金、地域拠点施設整備事業設計変更に伴う工事請負費の減額、ふるさと寄附金受付等

業務委託料、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費、デジタル手続法改正に伴う

住民基本台帳システム等の改修業務委託料、特定不妊治療交通費助成扶助費、飲料水確保

事業補助金、畜産担い手育成総合整備事業負担金、国（観光庁）助成事業による冬期間の

体験アクティビティ実証事業の実施に係る観光振興協議会補助金、道路橋梁維持事業に係

る経費、感染症患者搬送装置（アイソレーター）購入に係る遠軽地区広域組合消防負担

金、教職員健康診断に係る手数料及び夏期休業期間中の登校日の小・中学校給食費として

賄い材料費の経費等を計上したところです。

議案第１０号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）については、
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国民健康保険税遡及脱退等に係る一般被保険者保険税還付金を計上したところです。

議案第１１号令和２年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）については、令和

元年度介護給付費負担金等の確定に伴う返還金を計上したところです。

認定第１号から認定第７号までは、令和元年度遠軽町一般会計及び各特別会計の歳入歳

出決算認定並びに水道事業会計及び下水道事業会計の決算認定について、監査委員の意見

をつけて、議会の認定に付するものです。

以上が、本議会に提出をいたしました議案の大要です。

なお、工事請負契約の締結等の案件につきまして、追加提案を予定しておりますので、

あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。

御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 報告第１号

○議長（前田篤秀君） 日程第４ 報告第１号令和元年度遠軽町一般会計継続費について

議題とします。

提出者の説明を求めます。

堀嶋財政課長。

○財政課長（堀嶋英俊君） 報告第１号令和元年度遠軽町一般会計継続費について説明い

たします。

令和元年度遠軽町一般会計予算の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方自治

法施行令第１４５条第２項の規定により、別紙のとおり継続費精算報告書を調製して報告

するものです。

次のページをお開き願います。

令和元年度遠軽町一般会計継続費精算報告書について説明いたします。

２款総務費１項総務管理費、７款商工費１項商工費、遠軽道の駅整備事業につきまして

は、平成３０年度から令和元年度の２か年で事業を実施したもので、全体計画８億５,４

６１万３,０００円に対し、実績８億５,４３７万８００円となったものです。

以上で説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

以上で、報告第１号令和元年度遠軽町一般会計継続費についてを終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 報告第２号及び日程第６ 報告第３号

○議長（前田篤秀君） 日程第５ 報告第２号令和元年度遠軽町健全化判断比率につい
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て、日程第６ 報告第３号令和元年度遠軽町資金不足比率について、以上２件は関連があ

りますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

堀嶋財政課長。

○財政課長（堀嶋英俊君） 報告第２号令和元年度遠軽町健全化判断比率について説明い

たします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和元年度遠軽

町健全化判断比率を報告するものです。

健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の四つの比率で構成されるものです。

実質赤字比率につきましては、一般会計の赤字を示す指標で、赤字は生じておりません

ので、比率は算定されないものです。

連結実質赤字比率につきましては、町の全ての会計の赤字を示す指標で、赤字は生じて

おりませんので、比率は算定されないものです。

実質公債費比率につきましては、町の全ての会計及び一部事務組合が負担する公債費の

大きさを示す指標で、令和元年度においては９.３％となったものです。

将来負担比率につきましては、町の全ての会計、一部事務組合及び第三セクターが翌年

度以降に負担する債務の大きさを示す指標で、令和元年度においては１９.７％となった

ものです。

各比率におきましては、それぞれ基準を超えていないことから、財政状況は健全と判断

されるものです。

なお、赤番９として、監査委員の健全化判断比率審査意見書をつけておりますので、御

参照をお願いいたします。

以上で、報告第２号の説明を終わります。

続きまして、報告第３号令和元年度遠軽町資金不足比率について説明いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和元年度遠

軽町資金不足比率を報告するものです。

資金不足比率につきましては、公営企業会計の資金不足の程度を会計ごとに示す指標

で、各会計において資金不足は生じておりませんので、比率は算定されないものです。

なお、赤番９及び１１として、監査委員の資金不足比率審査意見書をつけておりますの

で、御参照をお願いいたします。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、一括上程しました報告２件の質疑を行います。

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、報告第２号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、報告第２号の質疑を終わります。

以上で、報告第２号令和元年度遠軽町健全化判断比率についてを終わります。

次に、報告第３号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、報告第３号の質疑を終わります。

以上で、報告第３号令和元年度遠軽町資金不足比率についてを終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第７ 諮問第１号

○議長（前田篤秀君） 日程第７ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたしま

す。

人権擁護委員、矢木修氏が、令和２年１２月３１日をもって任期満了となるため、次の

方を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるも

のであります。

住所、遠軽町白滝６８２番地。

氏名、加藤俊之氏。

生年月日、昭和３４年４月７日であります。

加藤氏は、人格識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある

方でありますので、人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の意見を求めるもの

であります。

なお、御本人の略歴につきましては、次のページの参考資料を御参照願います。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。
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────────────────────────────────────

◎日程第８ 同意第１号

○議長（前田篤秀君） 日程第８ 同意第１号教育委員会教育長の任命についてを議題と

します。

暫時休憩します。

午前１０時１８分 休憩

──────────────

午前１０時２０分 再開

○議長（前田篤秀君） 再開します。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） 同意第１号教育委員会教育長の任命について御説明いたしま

す。

教育委員会教育長、河原英男氏が、令和２年１１月１０日をもって任期満了となるた

め、別紙の方を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求めるものであります。

別紙を御覧願います。

住所、遠軽町大通北７丁目３番地１２８。

氏名、河原英男氏。

生年月日、昭和２２年１月９日であります。

河原氏は、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する方でありますので、教育委員会

教育長として任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、参考資料を御参照願います。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、同意第１号教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。

暫時休憩します。

午前１０時２１分 休憩

──────────────
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午前１０時２２分 再開

○議長（前田篤秀君） 再開します。

────────────────────────────────────

◎日程第９ 同意第２号

○議長（前田篤秀君） 日程第９ 同意第２号教育委員会委員の任命についてを議題とし

ます。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） 同意第２号教育委員会委員の任命について御説明いたします。

教育委員会委員、能正直樹氏が、令和２年１１月８日をもって任期満了となるため、次

の方を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町丸瀬布水谷町６８番地４０。

氏名、能正直樹氏。

生年月日、昭和４５年６月２９日であります。

能正氏は、人格が高潔で、教育に関し識見を有する方でありますので、教育委員会委員

として任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、次のページの参考資料を御参照願います。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、同意第２号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第１０ 同意第３号

○議長（前田篤秀君） 日程第１０ 同意第３号農業委員会委員の任命についてを議題と

します。

暫時休憩します。

午前１０時２４分 休憩

──────────────

午前１０時２４分 再開
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○議長（前田篤秀君） 再開します。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） 同意第３号農業委員会委員の任命について御説明いたします。

遠軽町農業委員会委員が、令和２年１０月８日をもって任期満了となるため、別紙１８

名の方を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の

同意を求めるものであります。

別紙を御覧願います。

住所、氏名、生年月日の順に読み上げます。

遠軽町東町３丁目２番地３４、西美紀氏、昭和５０年３月６日。

遠軽町瀬戸瀬西町１２３番地５、大河原正一氏、昭和３９年７月２１日。

遠軽町千代田４５３番地１、岡田一司氏、昭和２９年１月９日。

遠軽町社名淵３７番地２、石丸博雄氏、昭和３３年４月６日。

遠軽町向遠軽３５８番地、菅井誠氏、昭和２９年５月１２日。

遠軽町向遠軽３６３番地、菅井美徳氏、昭和４８年１２月２０日。

遠軽町清川３５６番地３、笹原仁氏、昭和４６年１月２７日。

遠軽町清川４０２番地２、石山幸一氏、昭和２８年１２月２３日。

遠軽町豊里１１４番地、鈴木和弘氏、昭和４５年３月３日。

遠軽町若咲内１３１番地、林秀和氏、昭和４６年６月２３日。

遠軽町生田原豊原１８７番地６、新国純一氏、昭和３３年１２月１８日。

遠軽町生田原清里９５２番地、梶田政實氏、昭和３３年５月２２日。

遠軽町生田原八重１５４番地４、西原弘子氏、昭和３３年６月１０日。

遠軽町丸瀬布新町４１１番地１３、大村明氏、昭和２４年１１月２日。

遠軽町丸瀬布天神町６番地３、須藤智弘氏、昭和４０年７月２８日。

遠軽町丸瀬布金山１８１番地１、佐藤克哉氏、昭和３８年１２月１２日。

遠軽町旧白滝４２１番地２、原田喜一郎氏、昭和２７年３月２４日。

遠軽町東白滝２４６番地、早川剛司氏、昭和４５年１月２９日。

以上、１８名の方は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する

事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る方でありますので、農業委員会委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるもので

あります。

なお、１８名の方の略歴につきましては、次のページ以降の参考資料を御参照願いま

す。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、同意第３号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。

暫時休憩します。

午前１０時２８分 休憩

──────────────

午前１０時２８分 再開

○議長（前田篤秀君） 再開します。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 同意第４号

○議長（前田篤秀君） 日程第１１ 同意第４号公平委員会委員の選任についてを議題と

します。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） 同意第４号公平委員会委員の選任について御説明いたします。

公平委員会委員、和田修氏が、令和２年１１月８日をもって任期満了となるため、次の

方を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。

住所、遠軽町南町３丁目３番地１０。

氏名、中村哲男氏。

生年月日、昭和３０年５月１９日であります。

中村氏は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があ

り、かつ人事行政に関し識見を有する方でありますので、公平委員会委員として選任いた

したく、議会の同意を求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、次のページの参考資料を御参照願います。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、同意第４号公平委員会委員の選任についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 同意第５号

○議長（前田篤秀君） 日程第１２ 同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

○町長（佐々木修一君） 同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明

いたします。

固定資産評価審査委員会委員、前本雅司氏、秋田博氏及び橋本健一氏が、令和２年１１

月８日をもって任期満了となるため、次の３名の方を選任いたしたく、地方税法第４２３

条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町白滝６９１番地。

氏名、前本雅司氏。

生年月日、昭和２１年９月２５日。

住所、遠軽町生田原２７１番地８。

氏名、秋田博氏。

生年月日、昭和２２年７月２８日。

住所、遠軽町１条通北７丁目１番地６８。

氏名、鈴木光男氏。

生年月日、昭和３１年５月２８日であります。

以上、３名の方は、人格が高潔で、固定資産の評価に関して識見を有する方であります

ので、固定資産評価審査委員会委員として選任いたしたく、議会の同意を求めるものであ

ります。

なお、３名の方の略歴につきましては、次のページ以降の参考資料を御参照願います。

以上で説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。
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したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第１号

○議長（前田篤秀君） 日程第１３ 議案第１号表彰についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

鈴木総務課長。

○総務課長（鈴木 浩君） 議案第１号表彰について御説明いたします。

遠軽町表彰条例第２条の規定により表彰することについて、議会の議決を求めるもので

あります。

次のページをごらん願います。

１、遠軽町表彰条例第２条第１号オに該当する自治功労としまして、１２年以上、農業

委員会委員の職にあります、遠軽町岩見通南３丁目１番地２８、小野人司様、遠軽町生田

原２７８番地５４、中村肇様であります。

２、遠軽町表彰条例第２条第１号カに該当する自治功労としまして、２０年以上、都市

計画審議会委員の職にあります、札幌市西区二十四軒３条６丁目５番１０号、阿部秀明

様、遠軽町西町３丁目５番地１５３、阿部ゆり子様であります。

３、遠軽町表彰条例第２条第３号ウに該当する社会功労としまして、まちづくり振興資

金として３０万円の御寄附をいただきました、遠軽町東町１丁目１番地１８、金谷正一様

であります。

４、遠軽町表彰条例第２条第３号エに該当する社会功労としまして、新型コロナウイル

ス感染症予防対策資金として２００万円の御寄附をいただきました、遠軽町岩見通北１丁

目１番地２、北海電建株式会社様、まち・ひと・しごと創生推進事業資金として１００万

円の御寄附をいただきました、東京都文京区本郷３丁目４２番５号、エム・エフコンサル

タント株式会社様、新型コロナウイルス感染症予防対策資金として１００万円の御寄附を

いただきました、東京都港区赤坂１丁目１４番５号、ＪａｐａｎＧｏlｄ株式会社様、ま

ちづくり振興資金として１１６万４,０００円の御寄附をいただきました、東京都千代田

区麹町４丁目２番地、株式会社工営エナジー様であります。

５、遠軽町表彰条例第２条第４号アに該当する消防功労としまして、２０年以上、消防

団員として勤続された、遠軽町瀬戸瀬西町６２番地２、岡村貴幸様、遠軽町白滝９１９番

地、今野和行様、遠軽町東白滝２４６番地、早川剛司様、遠軽町白滝２８１番地１、野田

光様、遠軽町生田原５４８番地１、飯田千春様、遠軽町大通北７丁目３番地５３、今野雅

春様、遠軽町東町３丁目１番地９７、長野博道様、遠軽町生田原８００番地９、舟木聡恵

様、遠軽町西町３丁目２番地７０、川上恒雄様であります。

以上、１４個人、４法人につきまして、遠軽町表彰条例に基づき表彰いたしたく提案す

るものであります。

以上で説明を終わります。
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○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第２号

○議長（前田篤秀君） 日程第１４ 議案第２号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

太田子育て支援課長。

○子育て支援課長（太田貴幸君） 議案第２号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。

本条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６３号）の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に中核市の長が実施する

放課後児童支援員認定資格研修を修了した者を追加するため、定めるものであります。

別紙をお開きください。

遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例。

改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。

次のページをお開きください。

第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核

市」を加える。

別紙に戻りまして、附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。

以上で、議案第２号の説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第２号遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第３号

○議長（前田篤秀君） 日程第１５ 議案第３号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。

提出者の説明を求めます。

会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） 議案第３号工事請負契約の締結について説明いたしま

す。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和２年度湯の里原野道路矢の根橋外１件、長寿命化工事であります。

契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は６,４６８万円であります。

契約の相手方は、北見市北上７７７番地、株式会社三共後藤建設、代表取締役、後藤武

史であります。

この工事につきましては、令和２年８月２７日、株式会社渡辺組外７社により指名競争

入札を行い、株式会社三共後藤建設が６,４６８万円で落札をしております。

入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表、４

２番に記載をしておりますので、御参照願います。

株式会社三共後藤建設とは、同日、仮契約を締結しております。

工期につきましては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和３年３月１９日

の完成を予定しております。

以上で説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第３号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第４号
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○議長（前田篤秀君） 日程第１６ 議案第４号工事請負契約の変更契約の締結について

を議題とします。

提出者の説明を求めます。

会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） 議案第４号工事請負契約の変更契約の締結について説明

いたします。

新型コロナウイルス感染症対策の影響による設計変更に伴い、遠軽町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更

契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和元・２年度（仮称）えんがる町民センター外構等整備工事でありま

す。

契約金額は、変更前、１億３,８３４万７,０００円、変更後、１億２,３０９万円であ

ります。

契約の相手方は、北見市北上７７７番地、株式会社三共後藤建設、代表取締役、後藤武

史であります。

この工事につきましては、令和２年３月１３日、議会の議決をいただき、契約を締結

し、令和２年１２月１８日の完成を予定しているところでありますが、感染症対策の影響

による変更後の契約金額を変更前の金額から１,５２５万７,０００円減額する契約であり

ます。また、この変更に係る仮契約は、令和２年８月２７日に締結しております。

以上で説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第４号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第５号

○議長（前田篤秀君） 日程第１７ 議案第５号工事請負契約の変更契約の締結について

を議題とします。

提出者の説明を求めます。

会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） 議案第５号工事請負契約の変更契約の締結について説明
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いたします。

本事業を促進するための設計変更に伴い、遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更契約を締結すること

について、議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和２年度豊里地区営農飲雑用水整備工事（その２）であります。

契約金額は、変更前、５,９６７万５,０００円、変更後、６,１７７万６,０００円であ

ります。

契約の相手方は、遠軽町南町４丁目１番地５５、栄管工業有限会社、代表取締役、以西

善一であります。

この工事につきましては、令和２年６月１８日、議会の議決をいただき、契約を締結

し、令和２年１２月１０日の完成を予定しているところでありますが、事業促進による設

計変更に伴い、変更後の契約金額を変更前の金額から２１０万１,０００円増額する契約

であります。また、この変更に係る仮契約は、令和２年８月２７日に締結しております。

以上で説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第５号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第６号

○議長（前田篤秀君） 日程第１８ 議案第６号財産の取得についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） 議案第６号財産の取得について説明いたします。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。

取得する財産は、小学校児童用パソコン７２６台であります。

取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は４,３０１万円であります。

取得の相手方は、遠軽町岩見通南２丁目１番地１、イト電商事株式会社、代表取締役社

長、加藤幸徳であります。

この財産の取得につきましては、令和２年８月２７日、イト電商事株式会社外６社によ
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り指名競争入札を行い、イト電商事株式会社が４,３０１万円で落札をしております。

入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、１番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、イト電商事株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。納期につきまして

は、令和３年２月２６日を予定しております。

以上で説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第６号財産の取得についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第７号

○議長（前田篤秀君） 日程第１９ 議案第７号財産の取得についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） 議案第７号財産の取得について説明いたします。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。

取得する財産は、中学校生徒用パソコン３８５台であります。

取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は２,２８０万３,０００円であり

ます。

取得の相手方は、遠軽町岩見通南２丁目１番地１、イト電商事株式会社、代表取締役社

長、加藤幸徳であります。

この財産の取得につきましては、令和２年８月２７日、イト電商事株式会社外６社によ

り指名競争入札を行い、イト電商事株式会社が２,２８０万３,０００円で落札をしており

ます。

入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、２番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、イト電商事株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。納期につきまして

は、令和３年２月２６日を予定しております。

以上で説明を終わります。
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議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

一宮議員。

○５番（一宮龍彦君） かなりの台数、小学校と中学校合わせると１,１００台の納入に

なるのでしょうけれども、全国的に小・中学校のパソコンというのは国の方針もあって、

そろえなさいという話になっていますが、これだけの数は契約の中でいつまでに納品する

という話になっているのか、工事発注のほうに書いてあるかな……。余計な心配なのです

が、これだけの台数を一気に、今年度中にそろえることが可能だという確約はあるので

しょうか。

○議長（前田篤秀君） 会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） 納期につきましては、令和３年２月２６日を予定してお

りますが、仮契約で相手方は、これに対応できるということの契約をしておりますので、

その約束を守ってもらえるかと思っています。

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。

○５番（一宮龍彦君） これも余計な心配なのですけれども、もし仮にですよ、仮の話し

して悪いのですけれども、納品できなかったというような状況のときには、どういうふう

な扱いになるか。契約書の中にそういうものは書いてあると思いますけれども、その辺は

どうなっています。違約金みたいのを取るのか取らないのか。（発言する者あり）もしも

できない状況になったときには……。

○議長（前田篤秀君） 会津情報管財課長。

○情報管財課長（会津靖朗君） この契約を結んで、そのとおりできなければ、違約金と

いうものが発生してきます。（「分かりました」と発する声あり）

○議長（前田篤秀君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第７号財産の取得についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第８号

○議長（前田篤秀君） 日程第２０ 議案第８号令和元年度遠軽町下水道事業会計未処分

利益剰余金の処分についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

大川水道課長。
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○水道課長（大川寿雄君） 議案第８号令和元年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について御説明いたします。

令和元年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金１億５,５５８万３,９８１円のう

ち、８,０００万円を減債積立金として処分することにいたしましたので、地方公営企業

法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。

以上で、議案第８号の説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第８号令和元年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

１１時５分まで、暫時休憩します。

午前１０時５２分 休憩

──────────────

午前１１時０３分 再開

○議長（前田篤秀君） 再開します。

────────────────────────────────────

◎日程第２１ 議案第９号から日程第２３ 議案第１１号まで

○議長（前田篤秀君） 日程第２１ 議案第９号令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第

８号）、日程第２２ 議案第１０号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）、日程第２３ 議案第１１号令和２年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１

号）、以上３件は関連がありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

堀嶋財政課長。

○財政課長（堀嶋英俊君） 議案第９号令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）に

ついて説明いたします。

令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ７億３,６８２万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２

２９億６,８４３万９,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

継続費の変更は、「第２表継続費補正」により説明いたします。
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地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。

１３款分担金及び負担金につきましては、１項負担金に４５６万円を追加し、総額を

６,３３０万１,０００万円とするものです。

１５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に４億６８６万５,０００円を追加

し、総額を４４億１,４０７万５,０００円とするものです。

１６款道支出金につきましては、２項道補助金に２,４００万円を追加し、総額を６億

８,７９０万６,０００円とするものです。

１８款寄附金につきましては、１項寄附金に１,１２８万円を追加し、総額を２,００３

万１,０００円とするものです。

１９款繰入金につきましては、１項基金繰入金を４,９９５万円減額し、総額を１２億

９３７万円とするものです。

２１款諸収入につきましては、４項受託事業収入に６６８万８,０００円を追加、５項

雑入に１８８万５,０００円を追加し、総額を２億２,６４５万５,０００円とするもので

す。

２２款町債につきましては、１項町債に３億３,１５０万円を追加し、総額を６０億８,

５４０円とするものです。

これにより、歳入合計２２２億３,１６１万１,０００円に７億３,６８２万８,０００円

を追加し、総額を２２９億６,８４３万９,０００円とするものです。

次に、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

２款総務費につきましては、１項総務管理費に６億６,９６９万５,０００円を追加、２

項徴税費に２４４万９,０００円を追加、３項戸籍住民基本台帳費に７１６万１,０００円

を追加し、総額を１０２億３３５万３,０００円とするものです。

３款民生費につきましては、１項社会福祉費を３１６万６,０００円減額し、総額を２

９億３,２０５万２,０００円とするものです。

４款衛生費につきましては、１項保健衛生費に５４万２,０００円を追加し、総額を１

２億９,２０８万４,０００円とするものです。

６款農林水産業費につきましては、１項農業費に５２８万円を追加し、総額を５億６,

８９７万８,０００円とするものです。

７款商工費につきましては、１項商工費に１,８００万円を追加し、総額を１０億８,８

０８万９,０００円とするものです。

８款土木費につきましては、２項道路橋梁費に２,８６９万８,０００円を追加し、総額

を２１億２,９９０万５,０００円とするものです。

９款消防費につきましては、１項消防費に１９６万１,０００円を追加し、総額を９億
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６,６８９万４,０００円とするものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費に７９万８,０００円を追加、２項小学

校費に８０万８,０００円を追加、３項中学校費に６０万２,０００円を追加、４項学校給

食費に４００万円を追加し、総額を１２億６,７４１万２,０００円とするものです。

これにより、歳出合計２２２億３,１６１万１,０００円に７億３,６８２万８,０００円

を追加し、総額を歳入歳出同額の２２９億６,８４３万９,０００円とするものです。

次に、第２表、継続費補正について説明いたします。

継続費の変更につきましては、２款総務費１項総務管理費、町民センター整備事業の継

続年度を令和３年度まで延長し、総額を５１億３,６５０万６,０００円に、年割額をそれ

ぞれ記載のとおり変更するものです。

なお、当該事業は本年度中の執行を予定し、既定の予算に計上しているところでありま

すが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、工期を延長せざるを得ないことか

ら、事業の実施年度を延長し、継続費を変更するものです。

芸術文化交流プラザ外構等整備事業につきましては、本体工事の工期延長に伴い、継続

年度を令和４年度まで延長し、総額を１億１,５４２万４,０００円に、年割額をそれぞれ

記載のとおり変更するものです。

次に、第３表、地方債補正について説明いたします。

次のページをお開き願います。

地方債の追加につきましては、高度無線環境整備推進事業、限度額２億６,８３０万円

及び河川しゅんせつ推進事業、限度額４００万円を追加するもので、起債の方法、利率、

償還の方法は、それぞれ記載のとおりです。

地方債の変更につきましては、芸術文化交流プラザ整備事業の限度額を３６億３２０万

円に、畜産担い手育成総合整備事業の限度額を２１０万円に、道路橋梁事業の限度額を

９,２６０万円に、除雪機械整備事業の限度額を３,５４０万円に、道路新設改良事業の限

度額を２億３,６７０万円に変更するものです。起債の方法、利率、償還の方法は、それ

ぞれ補正前と変更はありません。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

１０ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、総務一般経費２２６万８,０００円につき

ましては、職員欠員に伴う会計年度任用職員の任用に係る経費を追加、職員研修事業２６

２万７,０００円につきましては、自治実務研修生として職員を１年間、総務省に派遣す

る研修旅費を計上するものです。

５目財産管理費、テレビ視聴環境整備事業２４２万円につきましては、テレビ受信レベ

ルの低下に対応する社名淵地区テレビ視聴環境整備業務委託料を計上するものです。

６目企画費、企画一般経費４億３,８８４万１,０００円につきましては、新型コロナウ
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イルス感染症の対応のための新たな日常に必要となる情報通信基盤として、国が推進する

光ケーブル未整備地区の整備実施のため、高度無線環境整備推進事業負担金を計上するも

のです。地域拠点施設整備事業２,７４３万４,０００円の減額につきましては、建設工事

の工期延長に伴う（仮称）えんがる町民センター外構等整備工事及び芸術文化交流プラザ

外構等整備工事の減額です。ふるさと寄附金促進事業８４万２,０００円につきまして

は、ふるさと寄附金の拡大を図り、ふるさと納税サイトに掲載するページデザインの作成

を専門事業者に委託するための経費を追加するものです。

１４目諸費、税外収入還付７３０万円につきましては、障がい者自立支援医療費ほか国

庫負担金等の令和元年度分精算による返還金を計上するものです。

１５目基金運営費、基金運営事業につきまして、指定寄附金７件、９３万円、ふるさと

納税寄附金６３９件、２６５万３,０００円により、まちづくり振興基金積立金３５８万

３,０００円を追加、企業版ふるさと納税寄附金１件、１００万円により、まち・ひと・

しごと創生基金積立金に１００万１,０００円を計上するものです。

１６目新型コロナウイルス感染症対策費、新型コロナウイルス感染症対策事業２億３,

８２４万７,０００円につきましては、アフターコロナに向けたスローライフ等応援事業

などに係る報償費、各施設・各所管における感染防止のためのマスクや消毒液等の消耗品

費、パーティションやサーマルカメラ等の備品購入費、各施設のトイレ洋式化や手洗い場

改修等の公共施設等環境改善工事などの計上のほか、新たな経済対策支援金等に係る経費

として、プレミアム付商品券発行事業補助金７,９２２万６,０００円、地域消費喚起支援

事業補助金５００万円、新しい生活様式促進支援金４２５万円、社会福祉サービス提供事

業所緊急支援金２,５００万円、新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援金３,００

７万５,０００円、スローライフ等応援事業助成金１,２６０万円を計上、また、現在実施

している事業の拡大や追加として、宿泊施設利用促進事業補助金３０７万円、特定施設継

続支援金１,８００万円を追加するものです。

２項徴税費１目税務総務費、税務総務一般経費２４４万９,０００円につきましては、

町税の過年度還付の増加が見込まれるため、税収入還付金を追加するものです。

３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳管理事業７１６

万１,０００円につきましては、デジタル手続法の改正に伴う戸籍電算システム改修業委

託料４８５万１,０００円及び住民基本台帳システム改修業務委託料２３１万円を計上す

るものです。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、国民健康保険事業につきましては、国

民健康保険特別会計繰出金３１６万６,０００円の減額です。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費につきましては、財源の振替です。

２目母子保健費、母子保健推進事業１８万６,０００円につきましては、実績及び見込

みによる特定不妊治療交通費助成扶助費を追加するものです。

４目環境衛生費、環境衛生一般経費３５万６,０００円につきましては、飲料水確保事
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業補助要綱に基づき、飲料水に不足を生じている住民のボーリング事業及び滅菌器設置に

対する補助金を計上するものです。

６款農林水産業費１項農業費４目畜産業費、畜産担い手育成総合整備事業５２８万円に

つきましては、草地整備事業の事業予算調整による追加配分に伴い、計画の一部を前倒し

して実施するため、事業負担金を追加するものです。

７款商工費１項商工費３目観光費、観光関係団体助成事業１,８００万円につきまして

は、観光庁の助成事業による魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業として、冬期間の体験

アクティビティ実施に対する遠軽町観光振興協議会補助金を追加するものです。

８款土木費２項道路橋梁費２目道路橋梁維持費、道路橋梁維持事業２,８６９万８,００

０円につきましては、土木維持連絡車両の購入に係る自動車損害保険料及び備品購入費２

８０万円、橋梁長寿命化設計業務委託料２,６５９万円の追加及び執行精査による橋梁長

寿命化単価策定業務委託料６９万２,０００円の減額です。

３目道路橋梁新設改良費につきましては、財源の振替です。

３項河川費１目河川総務費につきましては、財源の振替です。

９款消防費１項消防費１目消防費、消防事業１９６万１,０００円につきましては、感

染症患者搬送装置２器の導入に係る遠軽地区広域組合消防負担金を追加するものです。

１０款教育費１項教育総務費２目事務局費、教職員健康診断事業７９万８,０００円に

つきましては、感染症の影響で健診車が使えないため、医療機関での検診に必要な手数料

を追加するものです。

２項小学校費１目学校管理費、小学校管理一般経費８０万８,０００円につきまして

は、感染症対策用マスク等の購入経費及び臨時休業時の教材郵送等に係る通信運搬費を追

加するものです。

３項中学校費１目学校管理費、中学校管理一般経費６０万２,０００円につきまして

は、感染症対策用マスク等の購入経費を追加するものです。

４項学校給食費１目小中学校給食費、学校給食管理事業４００万円につきましては、感

染症による臨時休業の影響で、夏期休業期間中に登校日を設定したことから、保護者負担

軽減のため給食費を町が負担することとし、賄い材料費を追加するものです。

次に、歳入について説明いたします。

８ページをお開き願います。

１３款分担金及び負担金１項負担金３目農林水産業費負担金４５６万円につきまして

は、畜産担い手育成総合整備事業の追加に伴う受益者負担金の追加です。

１５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金４億６,８９５万１,０００円に

つきましては、社会保障・税番号制度システム整備費補助金７１６万１,０００円の追加

及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金４億６,１７９万円の追加です。

５目土木費国庫補助金につきましては、交付金の交付決定による除雪機械購入費交付金

２,１６１万３,０００円及び道路改良事業交付金４,０７０万円の減額です。
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６目教育費国庫補助金２２万７,０００円につきましては、感染症対策用マスク等の購

入に係る学校保健特別対策事業費補助金の追加です。

１６款道支出金２項道補助金１目総務費道補助金２,４００万円につきましては、町が

実施する商品券発行事業に対する北海道のプレミアム付商品券発行事業費補助金の計上で

す。

１８款寄附金１項寄附金２目指定寄附金４７３万円につきましては、まちづくり振興資

金として２件、４１万円、社会福祉費振興資金として４件、２２万円、芸術文化交流プラ

ザ運営資金として１件、３０万円、新型コロナウイルス感染症対策資金として４件、３８

０万円の指定寄附をいただいたものです。

３目ふるさと納税寄附金６５５万円につきましては、６４５件のふるさと納税寄附金及

び１件の企業版ふるさと納税寄附金をいただいたものです。

１９款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては、４,９９５万円

の減額です。

２１款諸収入４項受託事業収入１目衛生費受託事業収入６６８万８,０００円につきま

しては、北海道後期高齢者医療広域連合による高齢者の介護予防、重症化予防等のための

業務に係る高齢者保険一体的実施推進受託事業収入を計上するものです。

５項雑入５目過年度収入１８８万５,０００円につきましては、障がい者介護給付費等

負担金など国庫負担金及び道負担金等の元年度事業に係る精算、受入れによるものです。

２２款町債１項町債１目総務債２億４,２３０万円につきましては、芸術文化交流プラ

ザ整備事業債２,６００万円の減額及び高度無線環境整備推進事業債２億６,８３０万円の

追加です。

３目農林水産業債７０万円につきましては、畜産担い手育成総合整備事業債の追加で

す。

５目土木債８,８５０万円につきましては、道路橋梁事業債２,６５０万円、除雪機械整

備事業債１,９３０万円、道路新設改良事業債３,８７０万円、河川しゅんせつ推進事業債

４００万円の追加です。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） 高橋住民生活課長。

○住民生活課長（高橋静江君） 議案第１０号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について御説明いたします。

令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２１億７,７６６万８,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。
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第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

３款国庫支出金については、１項国庫補助金に２４０万６,０００円を追加し、総額を

５０９万円とするものです。

４款道支出金につきましては、１項道補助金に１８２万円を追加し、総額を１５億７,

０４２万８,０００円とするものです。

６款繰入金につきましては、１項他会計繰入金から３１６万６,０００円を減額し、総

額を２億６,７７２万６,０００円とするものです。

これよりまして、歳入合計２１億７,６６０万８,０００円に１０６万円を追加し、総額

を２１億７,７６６万８,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明いたします。

次のページをお開き願います。

７款諸支出金につきましては、１項償還金及び還付加算金に１０６万円を追加し、総額

を３１５万６,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計２１億７,６６０万８,０００円に１０６万円を追加し、総

額を歳入歳出同額の２１億７,７６６万８,０００円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

８ページをお開き願います。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響による収入減となる被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る国及び北海道の

財政支援による一般会計繰入金として、収入増となる４２２万６,０００円につきまし

て、財源内訳を変更するものであります。

７款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目一般被保険者保険税還付金２２節償還金利

子及び割引料の１０６万円の追加は、一般被保険者保険税に係る還付金であります。

次に、歳入について御説明いたします。

戻りまして６ページをお開き願います。

３款国庫支出金１項国庫補助金２目は新目でありまして、災害等臨時特例補助金１節災

害等臨時特例補助金２４０万６,０００円につきましては、新型コロナウイルス感染症の

影響による収入減の被保険者に係る国民健康保険税の減税に係る国の財政支援分として、

医療保険給付諸費分２１６万１,０００円を、また、介護保険制度運営推進費分２４万５,

０００円をそれぞれ計上するものであり、国の補助割合は現年度保険料の減免額の１０分

の６となっております。

４款道支出金１項道補助金１目保険給付費等交付金２節特別交付金１８２万円につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減となった被保険者に対する国民健

康保険税の減税に係る北海道の財政支援分として１６３万円を、また、介護保険制度運営

推進費分として１９万円をそれぞれ計上するものであり、北海道の補助割合は現年度保険
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税の減免額の１０分の４、過年度分につきましては１０分の１０となっております。

６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２節その他一般会計繰入金３１６万

６,０００円の減額につきましては、国及び道の補助により収入増となる４２２万６,００

０円から還付金として歳出増となる１０６万円を差し引いた額について、一般会計からの

繰入額を減額するものであります。

以上で、議案第１０号の説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） 古賀保健福祉課長。

○保健福祉課長（古賀伸次君） 議案第１１号令和２年度遠軽町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について御説明いたします。

令和２年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,２４１万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２１億８,０７９万１,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

９款繰越金につきましては、１項繰越金に３,２４１万５,０００を追加し、総額を３,

２４１万６,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計２１億４,８３７万６,０００円に３,２４１万５,０００円

を追加し、総額を２１億８,０７９万１,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明いたします。

次のページをお開き願います。

６款諸支出金につきましては、１項償還金及び還付加算金に３,２４１万５,０００円を

追加し、総額を３,２６２万５,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計２１億４,８３７万６,０００円に３,２４１万５,０００円

を追加し、総額を歳入歳出同額の２１億８,０７９万１,０００円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から御説明いた

します。

８ページをお開き願います。

６款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目第１号被保険者保険料還付金４７万８,０

００円につきましては、過年度分還付件数及び還付額の増額による追加であります。

３目償還金３,１９３万７,０００円につきましては、令和元年度介護給付費の確定に伴

う介護給付費負担金等返還金の計上であります。

次に、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

９款繰越金１項繰越金１目繰越金３,２４１万５,０００円につきましては、第１号被保
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険者保険料還付金及び介護給付費負担金等返還金充当による前年度繰越金の追加でありま

す。

以上で説明を終わります。

議長（前田篤秀君） これより、一括上程しました議案３件の質疑を行います。

質疑は、上程の順により各案件ごとに行います。

これより、議案第９号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款総務費、１０ページから１７ページ。

山本議員。

○１２番（山本 悟君） １１ページ、２款１６目報償費の関係で、新型コロナウイルス

感染症対策事業、この中でお話を聞きたいと思います。

コロナウイルス対策でいろいろな事業をたくさんやられて、よく見ました。これ少しで

も経済が回復と思いましたけれども、全国・全道で解雇、それから解雇止め、それから休

業の関係がたくさん出ているというふうに新聞に出ています。遠軽町において、今、言う

解雇された人たち、それから解雇予定の人たち、それから解雇予定者、それから休業をさ

れた人たちが何人ぐらいいらっしゃるのか、調べていたら報告をお願いいたします。

○議長（前田篤秀君） 小椋商工観光課長。

○商工観光課長（小椋将秀君） ただいま企業の休業・廃業についての御指摘いただきま

した。遠軽町での休業・廃業の件数、調べるようにとのことでした。現在、町では休業・

廃業の件数押さえておりませんが、ハローワーク等収集できる情報あれば収集の上、整理

したいと考えております。

以上でございます。

○議長（前田篤秀君） 山本議員。

○１２番（山本 悟君） 申し訳ない。僕、個別に事業所ごと聞いたのではなくて、個人

的に事業所から解雇された者、それから休業を指定された者などの調査をしていたのかど

うかを聞きたかったのですが。

○議長（前田篤秀君） 小椋商工観光課長。

○商工観光課長（小椋将秀君） ただいまの御質問にお答えいたします。

個人的に解雇された者ですとかそういった者についての数字というのは、調査はしてご

ざいません。

○議長（前田篤秀君） 山本議員。

○１２番（山本 悟君） 分かりました。実は７月１日の北海道新聞で、２月１４日から

６月２４日までの４か月間、コロナ対策で解雇された者が９４０人、休業をされた者が約

６万人を超えているというふうに報道がありました。遠軽町でも解雇された者、それから

休業をしなければならない者が多くいると思います。今回の事業の中で個別に、個人的に
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雇用するような事業は入ってなかったのですけれども、その予定があるかどうかを聞きた

い。

○議長（前田篤秀君） 小椋商工観光課長。

○商工観光課長（小椋将秀君） ただいまの御質問にお答えいたします。

個人的な雇用の関係の事業ということですが、今回、提案させていただいている経済関

連のコロナの事業ではございません。

○議長（前田篤秀君） １１番佐藤議員。

○１１番（佐藤 昇君） 今の山本議員の発言に若干関連すると思うのですけれども、い

わゆる国の雇用調整助成金、この中でそれを活用して事業展開されている事業者というの

は遠軽町にもいるのではないかというふうには思うのですけれども、先ほどの山本議員の

質問でどれだけの方が解雇されたのか、雇い止めにあったのか、あるいは極端に収入が

減ったのか、これのところについては把握をしていないということですから、それ以上の

質問しませんけれども、ただ、自治体によっては会計年度任用職員として採用しているの

か、本採用しているのかちょっと分かりませんけれども、そういった政策を展開している

自治体もあるというふうに報道されておりますが、将来的なものも含めて、遠軽町では今

後そういったような考え方をお持ちかどうか、それをお伺いしたいと思います。

○議長（前田篤秀君） 鈴木総務課長。

○総務課長（鈴木 浩君） 会計年度任用職員での採用を考えていないのかという御質問

だというふうに思いますけれども、現在のところは、そのような考えは持ち合わせてはお

りません。今後、状況などを勘案しながら、必要に応じて検討をしていきたいというふう

に考えております。

以上でございます。

○議長（前田篤秀君） そのほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、３款民生費、１８ページから１９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、４款衛生費、２０ページから２１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、６款農林水産業費、２２ページから２３ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、７款商工費、２４ページから２５ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、８款土木費、２６ページから２９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、９款消防費、３０ページから３１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（前田篤秀君） なければ、１０款教育費、３２ページから３９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。

１３款分担金及び負担金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１５款国庫支出金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１６款道支出金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１８款寄附金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１９款繰入金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、２１款諸収入、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、２２款町債、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、次に第２表、継続費補正、３ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 次に、第３表、地方債補正、４ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、議案第９号の質疑を終わります。

次に、議案第１０号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１款総務費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、７款諸支出金、１０ページから１１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。

３款国庫支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、４款道支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 次に、６款繰入金、６ページから７ページ。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、議案第１０号の質疑を終わります。

次に、議案第１１号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

６款諸支出金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。

９款繰越金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、議案第１１号の質疑を終わります。

以上で、議案３件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案３件を採決いたします。

採決は、上程の順により各案件ごとに行います。

これより、議案第９号令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）を採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採決

いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１１号令和２年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決いた

します。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２４ 認定第１号から日程第３０ 認定第７号まで
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○議長（前田篤秀君） 日程第２４ 認定第１号令和元年度遠軽町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第２５ 認定第２号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、日程第２６ 認定第３号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第２７ 認定第４号令和元年度遠軽町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第２８ 認定第５号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第２９ 認定第６号令和元年度遠軽町水道事業会

計決算認定について、日程第３０ 認定第７号令和元年度遠軽町下水道事業会計決算認定

について、以上７件は関連がありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

伯谷会計管理者。

○会計管理者（伯谷和昭君） 地方自治法第２３３条第３項の規定による令和元年度遠軽

町各会計の決算認定につきまして、認定第１号令和元年度遠軽町一般会計歳入歳出決算認

定についてから、認定第５号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認

定についてまでの５会計の決算概要について説明いたします。

説明資料につきましては、お手元の赤番３、４及び６から８までの５冊でございます。

赤番３は一般会計及び特別会計におけます歳入歳出決算書並びに地方自治法施行令の規定

に基づきます歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書、

赤番４は歳入歳出決算概要説明書、赤番６は地方自治法の規定に基づきます歳入歳出決算

に係る主要な施策の成果説明書となっております。

次に、地方自治法の規定に基づく監査委員の意見書として、赤番７は歳入歳出決算審査

意見書、赤番８は基金運用状況審査意見書であります。

それでは、認定第１号令和元年度遠軽町一般会計歳入歳出決算認定について説明いたし

ます。

赤番３、歳入歳出決算書を御覧願います。

決算書の１ページから４ページは、歳入に係る款及び項における決算額になります。

４ページをお開き願います。

４ページ左列、収入済額の歳入合計、１７３億２,４７６万６,１７７円。

右列、不納欠損額合計、１,４２３万４,４４１円。

収入未済額合計、２億２,９２０万２,１１３円。

なお、一般会計及び各特別会計におけます収入未済額及び不納欠損額の内訳は、赤番

４、歳入歳出決算概要説明書の１９ページから２９ページ、４、町税等収入未済額比較表

及び５、収入未済額調書、６、不納欠損額調書にて記載してございます。後ほど御覧願い

ます。

決算書に戻り、５ページから８ページは、歳出に係る款及び項における決算額になりま

す。

８ページをお開き願います。
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８ページ、左列、支出済額の歳出合計は１６８億７,８７５万６,５９６円。

翌年度繰越額合計、２億７,４０２万９,０００円。

不用額合計、６億７,７１５万９,４０４円。

７ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額４億４,５７１万９,５８１円、このうち２億

９００万円は、地方自治法の規定により財政調整基金に繰り入れたものであります。

次に、歳入歳出決算事項別明細書につきまして、詳細説明は省略をさせていただきます

が、９ページから２１４ページまで、歳入歳出それぞれ各節まで記載をしておりますの

で、後ほどお目通しのほどお願いいたします。

続きまして、実質収支に関する調書について、２１５ページをお開き願います。

２１５ページ表中、実質収支額は４億１,７８６万８,０００円、６、実質収支額のうち

地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は２億９００万円であります。

続きまして、認定第２号令和元年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて説明いたします。

決算書の２１６ページをお開き願います。

２１６ページ、２１７ページは歳入に係る決算額で、２１７ページ、収入済額の歳入合

計は２１億３,７０１万５,０８４円。

不納欠損額合計、７６７万２,８６８円。

収入未済額合計、７,２８８万１,５４９円。

２１８ページをお開き願います。

２１８ページ、２１９ページは歳出に係る決算額となり、２１９ページ、支出済額の歳

出合計は２１億１,８４５万８,４１５円。

翌年度繰越額合計、ゼロ円。

不用額合計、１億５,６６９万５,５８５円。

２１８ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額、１,８５５万６,６６９円であります。

次に、歳入歳出決算事項別明細書、２２０ページから２４５ページまでにつきまして、

詳細説明は省略させていただきます。

次に、実質収支に関する調書につきまして、２４６ページをお開き願います。

２４６ページ表中、実質収支額は１,８５５万６,０００円であります。

次に、認定第３号令和元年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

説明いたします。

２４７ページをお開き願います。

２４７ページ、２４８ページは歳入に係る決算額で、２４８ページ、収入済額、歳入合

計３億３,１８４万２,７４８円。

不納欠損額合計、１,８００円。

収入未済額合計、１６２万４,１００円。

２４９ページをお開き願います。
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２４９ページ、２５０ページは歳出に係る決算額で、２５０ページ、支出済額、歳出合

計３億２,９７０万８,６１８円。

翌年度繰越額合計、ゼロ円。

不用額合計、６２４万９,３８２円。

２４９ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額、２１３万４,１３０円であります。

次に、歳入歳出決算事項別明細書、２５１ページから２６０ページまでにつきまして、

詳細説明は省略させていただきます。

次に、実質収支に関する調書につきまして、２６１ページをお開き願います。

２６１ページ表中、実質収支額は２１３万４,０００円であります。

次に、認定第４号令和元年度遠軽町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説明い

たします。

決算書の２６２ページをお開き願います。

２６２ページ、２６３ページは歳入に係る決算額で、２６３ページ、収入済額、歳入合

計１９億５,４６２万９,４１３円。

不納欠損額合計、１９万２,１９８円。

収入未済額合計、３７７万４,７００円。

２６４ページをお開き願います。

２６４ページ、２６５ページは歳出に係る決算額です。２６５ページ、支出済額、歳出

合計１８億５,７６５万６１０円。

翌年度繰越額合計、ゼロ円。

不用額合計、２億１,８５２万２,３９０円。

２６４ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額、９,６９７万８,８０３円であります。

次に、歳入歳出決算事項別明細書、２６６ページから２８７ページまでにつきまして、

詳細説明は省略させていただきます。

次に、実質収支に関する調書につきまして、２８８ページをお開き願います。

２８８ページ表中、実質収支額は９,６９７万８,０００円であります。

次に、認定第５号令和元年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て説明いたします。

決算書の２８９ページをお開き願います。

２８９ページ、２９０ページは歳入に係る決算額で、２９０ページ、収入済額の歳入合

計４,０７５万８,８０７円。

不納欠損額及び収入未済額の合計は、ともにゼロ円。

次に、２９１ページをお開き願います。

２９１ページ、２９２ページは歳出に係る決算額です。２９２ページ、支出済額の歳出

合計４,０７１万４,７３３円。

翌年度繰越額の合計、ゼロ円。



－ 38 －

《令和２年９月７日》

不用額の合計、２６９万５,２６７円。

２９１ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額は４万４,０７４円。

次に、歳入歳出決算事項別明細書、２９３ページから３００ページまでにつきまして、

詳細説明は省略させていただきます。

次に、実質収支に関する調書につきまして、３０１ページをお開き願います。

３０１ページ表中、実質収支額は４万４,０００円であります。

次に、３０２ページから３１０ページは、令和元年度財産に関する調書で、公有財産、

物品、債権及び基金について記載しています。詳細については省略させていただきます。

次に、別冊赤番４、令和元年度遠軽町一般会計、特別会計歳入歳出決算概要説明書を御

覧願います。

１ページをお開き願います。

１ページは、会計別決算額総括表でございます。

２ページから１０ページは、各会計別の歳入・歳出款別決算額比較表で、各款における

決算額について、前年度と比較したものです。

１１ページから１８ページは、各款の中で節の占める金額及び比率で、会計ごとに歳出

の款ごとの節別内訳です。

次に、１９ページは、町税等収入未済額比較表で、税目ごとに現年度及び滞納繰越に係

る未収額について、前年度と比較したものです。

２０ページから２４ページは収入未済額調書で、町税以外の収入未済額の内訳です。

２５ページから２９ページは不納欠損額調書で、令和元年度における不納欠損額の年度

別内訳です。

３０ページから３１ページは、給与費決算調書で、各項における給与費の内訳です。

３２ページ、３３ページは、公債費に関する調書で、各会計の起債の状況について、目

的別及び借入先別に分類したものです。

３４ページ、３５ページは基金に関する調書で、財政調整基金から介護給付準備基金ま

での１１基金の内訳です。

３５ページ、決算年度末現在高（Ｊ）の金額は、７３億２,３３４万５,８６５円、ま

た、本年５月末現在高（Ｑ）は、９４億５,１９５万４,２１２円となっております。

次に、令和元年度定額運用基金運用状況につきまして、３６ページは土地開発基金運用

状況、３７ページは奨学資金貸付基金運用状況、３８ページは旭川医科大学医師養成確保

修学資金貸付基金運用状況の内訳になっています。

次に、目的税の使途につきまして、３９ページは入湯税及び都市計画税、４０ページか

ら４１ページは、引き上げ分に係る地方消費税の内訳になっています。お目通しをお願い

いたします。

その他、お手元の資料、赤番６、各会計の事務事業における主要な施策の成果説明書、

赤番７、各会計の決算審査における監査委員の意見書、赤番８、基金運用状況審査におけ
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る監査委員の意見書につきましては、詳細説明を省略させていただきますので、お目通し

のほどよろしくお願いいたします。

以上で、令和元年度遠軽町一般会計及び各特別会計の決算認定につきまして、説明を終

わらせていただきます。

○議長（前田篤秀君） 大川水道課長。

○水道課長（大川寿雄君） 地方公営企業法第３０条第４項の規定による令和元年度遠軽

町企業会計の決算認定につきまして、認定第６号令和元年度遠軽町水道事業会計決算認定

についてと認定第７号令和元年度遠軽町下水道事業会計決算認定についてを御説明いたし

ます。

説明資料につきましては、お手元の赤番５、令和元年度遠軽町企業会計決算書と赤番１

０、地方公営企業法に基づく監査委員の意見書としての令和元年度遠軽町企業会計決算審

査意見書であります。

初めに、認定第６号令和元年度遠軽町水道事業会計決算認定について御説明いたしま

す。

赤番５の令和元年度遠軽町企業会計決算書を御覧願います。

１ページから４ページまでは、令和元年度遠軽町水道事業決算報告書で、収益的収入及

び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しております。

１ページから２ページまでの上段は収益的収入及び支出の収入で、第１款水道事業収益

は、第１項営業収益と第２項営業外収益を合わせて、決算額５億６,９２８万１,９９５円

です。下段は支出で、第１款水道事業費用は、第１項営業費用から第３項予備費まで合わ

せて、決算額４億６,６０３万６,３８３円です。

次に、３ページから４ページまでの上段は、資本的収入及び支出の収入で、第１款資本

的収入は、第１項企業債から第５項分担金まで合わせて、決算額６億７,８３６万１,９６

８円です。下段は支出で、第１款資本的支出は、第１項建設改良費と第２項企業債償還金

合わせて、決算額８億７,５２２万１,４４８円です。

なお、建設改良費８２１万７,０００円を地方公営企業法第２６条の規定により翌年度

に繰り越しております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億９,６８５万９,４８０円は、過年度分損

益勘定留保資金１億３,１５６万２,９１７円、減債積立金３,０００万円、過年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額１,１７５万１,３３６円、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額２,３５４万５,２２７円で補塡したところです。

次に、財務諸表ですが、５ページの損益計算書を御覧願います。

当年度純利益は４,３１４万２,８９５円となっております。

６ページから７ページまでは、剰余金計算書及び剰余金処分計算書です。

８ページから１２ページまでは、令和２年３月３１日現在の貸借対照表です。

１３ページからは決算附属書類として、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益
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費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載しております。

個々の説明は省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。

続きまして、認定第７号令和元年度遠軽町下水道事業会計決算認定について御説明いた

します。

３８ページから４１ページまでは、令和元年度遠軽町下水道事業決算報告書で、収益的

収入及び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しています。

３８ページから３９ページまでの上段は、収益的収入及び支出の収入で、第１款下水道

事業収益は、第１項営業収益と第２項営業外収益を合わせて、決算額１０億３,１１８万

７９円です。下段は支出で、第１款下水道事業費用は、第１項営業費用から第３項予備費

までを合わせて、決算額９億７３７万３,５４１円です。

４０ページから４１ページまでの上段は、資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的

収入は、第１項企業債から第５項分担金及び負担金までを合わせて、決算額３億７,１５

８万９,９２０円です。下段は支出で、第１款資本的支出は、第１項建設改良費と第２項

企業債償還金を合わせて、決算額７億１,７２７万４,８１０円です。

なお、建設改良費１,１２６万３,０００円を地方公営企業法第２６条の規定により、翌

年度に繰り越しております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億４,５６８万４,８９０円は、過年度分損

益勘定留保資金２,７３１万４,６５３円、当年度分損益勘定留保資金２億３,１９４万４,

３９８円、減債積立金８,０００万円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

３７６万９,５８０円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６５万６,２５

９円で補塡したところです。

次に、財務諸表ですが、４２ページ、損益計算書です。当年度純利益が１億１,５９０

万９０５円となっております。

４３ージから４４ページまでは、剰余金計算書及び剰余金処分計算書です。

４５ページから４９ページまでは、令和２年３月３１日現在の貸借対照表です。

５０ページからは決算附属書類として、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益

費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載しています。

個々の説明は省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。

そのほかにお手元の資料、赤番１０の遠軽町企業会計決算審査意見書につきましては、

詳細説明を省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。

以上で、令和元年度遠軽町水道事業会計及び遠軽町下水道事業会計の決算認定について

の説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎決算審査特別委員会設置の議決

○議長（前田篤秀君） お諮りします。

一括上程しました令和元年度決算認定７件につきましては、議長並びに議会選出監査委
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員を除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託し、会期中の審査

としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、令和元年度決算認定７件につきましては、議長並びに議会選出監査委員を

除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託をし、会期中の審査と

することに決定しました。

○議長（前田篤秀君） 暫時休憩します。

午後 ０時０２分 休憩

──────────────

午後 １時３９分 再開

○議長（前田篤秀君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

休憩中に、決算審査特別委員会が開催され、委員長に秋元議員、副委員長に１１番佐藤

議員が選出されましたので御報告いたします。

────────────────────────────────────

◎散会宣告

○議長（前田篤秀君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。

本日は、これをもって散会とします。

午後 １時４０分 散会




